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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して接続される複数の端末装置による対話型通信における会話の活性
・停滞状態を監視する会話状態監視部と、
　前記端末装置の利用者の体調情報を取得する取得部と、
　前記取得された体調情報を記録する記録部と、
　前記会話状態監視部により前記会話の状態が停滞状態であるとされたときに、前記記録
部に記録された体調情報に関連する話題を前記端末装置に供給する話題提供部と、
　を備えることを特徴とする対話型通信システム。
【請求項２】
　前記対話型通信は、会話時に画像を表示する対話型ビデオ通信であることを特徴とする
、請求項１記載の対話型通信システム。
【請求項３】
　前記記録部は、前記体調情報として、前記会話の時点における前記端末装置の利用者の
体調データを記録し、
　前記話題提供部は、前記会話の状態が停滞状態であるときに、前記記録された体調デー
タに関連する話題を前記端末装置に供給することを特徴とする、
　請求項１に記載の対話型通信システム。
【請求項４】
　前記体調データは、体温、脈拍、及び血圧の少なくともいずれか１つ以上であることを
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特徴とする、請求項３に記載の対話型通信システム。
【請求項５】
　前記会話状態監視部と、前記取得部と、前記記録部と、前記話題提供部と、を前記端末
装置内に一体的に設けたことを特徴とする、請求項１ないし４いずれかに記載の対話型通
信システム。
【請求項６】
　前記会話状態監視部は、前記端末装置が定期的に送信してくる音声情報に含まれる音声
平均パワー情報を監視し、所定期間内に、前記音声平均パワー情報の値が、閾値である上
限値ＶＨと下限値ＶＬの間に入っていれば、前記会話の状態は平常状態であると判定する
ことを特徴とする、請求項１ないし５いずれか１項に記載の対話型通信システム。
【請求項７】
　前記会話状態監視部は、前記端末装置が定期的に送信してくる音声情報に含まれる音声
平均パワー情報を監視し、所定期間内に、前記音声平均パワー情報の値が、閾値である下
限値ＶＬを下回っていれば、前記会話の状態は停滞状態であると判定することを特徴とす
る、請求項１ないし６いずれか１項に記載の対話型通信システム。
【請求項８】
　前記会話状態監視部は、前記端末装置が定期的に送信してくる音声情報に含まれる音声
平均パワー情報を監視し、所定期間内に、前記音声平均パワー情報の値が、閾値である上
限値ＶＨを上回っていれば、前記会話の状態は活性状態であると判定することを特徴とす
る、請求項１ないし７いずれか１項に記載の対話型通信システム。
【請求項９】
　請求項１ないし８いずれかに記載の対話型通信システムに用いられる端末装置。
【請求項１０】
　ネットワークを介して接続される複数の端末装置を用いた対話型通信を行うための対話
型通信装置のコンピュータに、
　対話型通信における会話の活性・停滞状態を監視する会話の活性・停滞状態監視処理、
　前記端末装置の利用者の体調情報を取得する取得処理、
　前記取得された体調情報を記録する記録処理、
　前記会話の状態が停滞状態であるとされたときに、前記記録された体調情報に関連する
話題を前記端末装置に供給する話題提供処理、
を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して対話型の通話を行うための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＰ（インターネットプロトコル）電話、ビデオチャット、ＳＫＹＰＥ（「ＳＫ
ＹＰＥ」は「スカイプ」の登録商標）等のインターネットを利用したコミュニケーション
ツールが発達してきており、これらは従来の電話機に変わるものとして広く利用されてい
る。特に、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）のネットワークシステムは、特定のノードに付加が集
中し難く、クライアント数やデータ容量が増えても処理を分散し安定的なので、リアルタ
イムの動画像を交信しあうビデオチャットに適している。
【０００３】
　他方、認知症予防のために、コミュニケーションを図ることが有効と言われており、上
記したようなコミュニケーションツールが認知症予防に役立つことが期待されている。
【０００４】
　例えば、認知症患者の笑顔を検出し、それに応じて適切な会話を提供できるシステムが
提案されている（例えば特許文献１に記載の技術）。このシステムでは、会話している間
の認知症患者の笑顔を検出し、その笑顔の出現頻度に応じて、その会話時間を調整し、或
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いは、その会話内容を変更できることにより、認知症患者が興味を示す会話を重点的に認
知症患者に提供できる。
【０００５】
　また、介護施設等に入居しているお年寄りの心を癒す会話サービス技術が提案されてい
る（例えば、特許文献２参照）。この技術では、託児所端末はイベントの開催予定日時を
会話サービスサーバへ送信する。会話サービスサーバは開催予定日時データを託児所デー
タベースに格納する。介護施設端末は会話サービスサーバへアクセスして受信を希望する
イベントを選択し選択したイベントの画像受信予約申込みを会話サービスサーバへ送信す
る。会話サービスサーバは画像受信予約申込みを開催予定日時データに関連付けて予約リ
ストに格納する。開催予定日時になると、会話サービスサーバは託児所端末と介護施設端
末との間でビデオチャットを行わせる。
　さらに、通話中においてその通話者の好みに適した話題を提供する話題情報提供システ
ムがある（例えば特許文献３に記載の技術）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－２２３３６９号公報
【特許文献２】特開２００５－１９６６４０号公報
【特許文献３】特開２００３－１１５９５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来の認知症患者用会話システムは、サーバが会話データ群を
一方的に発信するだけなので、会話の発展性に欠けるという課題があった。
　また、上述した従来の会話サービスシステムは、お年寄りと児童を交流させるに留まり
、やはり会話の発展性に欠けるという課題があった。
　また、お年寄りの認知症予防の観点からは、一方的な会話の提供ではなく、お年寄りに
対して、子どもや孫などの家族、ケア施設のスタッフ等と会話することが好ましいが、コ
ミュニケーションツールを使って会話させようとしても、そもそも話題が続かないという
課題もあった。
　また、特許文献３記載の技術は、通話者の状況にかかわりなく単に話題を提供するだけ
であった。
【０００８】
　そこで、本発明は、ネットワークを介して行われる対話型の通話をより円滑に進めるこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様は、ネットワークを介して接続される複数の端末装置による対話型通信
における会話の活性・停滞状態を監視する会話状態監視部と、前記端末装置の利用者の体
調情報を取得する取得部と、前記取得された体調情報を記録する記録部と、前記会話状態
監視部により前記会話の状態が停滞状態であるとされたときに、前記記録部に記録された
体調情報に関連する話題を前記端末装置に供給する話題提供部と、を備えることを特徴と
する対話型通信システムである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ネットワークを介して行われる対話型の通話をより円滑に進めること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】対話型通信システムの実施形態の機能構成図である。
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【図２】対話型通信システムの実施形態が前提とするネットワークシステムの構成図であ
る。
【図３】端末装置の実施形態のブロック図である。
【図４】サーバ装置の実施形態のブロック図である。
【図５】端末装置またはサーバ装置を実現可能なコンピュータのハードウェア構成例を示
す図である。
【図６】対話型通信処理の例を示すフローチャートである。
【図７】会話状態監視処理の動作説明図である。
【図８】活性状態処理の詳細例を示すフローチャートである。
【図９】停滞状態処理の詳細例を示すフローチャートである。
【図１０】対話型通信の表示例（その１）を示す図である。
【図１１】対話型通信の表示例（その２）を示す図である。
【図１２】端末装置の他の実施形態のブロック図である。
【図１３】サーバ装置の他の実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳細に説明する。図１
は、対話型通信システムの実施形態の機能構成図である。
【００１４】
　本発明の実施形態は、インターネットやローカルエリアネットワーク等のネットワーク
を介して接続される複数の端末装置１０１同士が、例えばピアツーピア接続をすることに
より対話型通信を行う対話型通信システムである。
【００１５】
　対話型通信システムの実施形態において、会話状態監視部１０２は、ネットワークを介
して接続される複数の端末装置１０１による対話型通信における会話状態を監視する。
【００１６】
　語句抽出・記録部１０３は、対話型通信における会話に出現する語句１０４を抽出する
。
【００１７】
　位置情報解析・記録部１０７は、会話に出現する画像または端末装置１０１の位置デー
タを取得し解析して位置情報１０８として記録する。
【００１８】
　話題提供部１０６は、会話状態監視部１０２で会話状態が停滞状態であるとされたとき
に、語句抽出・記録部１０３が記録した語句１０４から第１の条件に合致する語句１０５
を抽出するとともに、位置情報解析・記録部１０７が記録した位置情報１０８から第２の
条件に合致する位置情報１０９を抽出する。そして、話題提供部１０６は、抽出された語
句１０５および位置情報１０９の両方（いずれかであってもよい）に合致又は関連する話
題１１０を端末装置１０１に供給する。具体的には、話題提供部１０６は、これらの抽出
された語句１０５および位置情報１０９に関連する話題を検索サイトのサーバ装置１１１
にアクセスして検索し、その検索された話題を端末装置１０１に供給する。抽出された語
句１０５および位置情報１０９に合致する話題とは、その語句や位置情報を含むニュース
や記事を検索サイトから検索するものであり、関連する話題とは、その語句や位置情報と
完全一致しなくても、タグやジャンル等から検索するものである。例えば「ワールドカッ
プサッカー」という語句から「Ｊリーグの試合結果」というニュースを検索する場合等が
あげられる。
【００１９】
　以上の対話型通信システムの実施形態の機能構成により、対話型通信における会話状態
が停滞状態になったときに、予め対話型通信の会話にでてきた語句１０４や位置情報１０
８に合致する話題１１０が検索サイトのサーバ装置１１１から検索されて、端末装置１０
１の表示画面に表示等される。これにより、対話型通信を行っているユーザは、その表示
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等を見ることで、例えば最近のぼった話題１１０または例えば半年以上前にのぼった話題
１１０などを再び思い出して、対話型の通話をより円滑に進めることが可能となる。
【００２０】
　対話型通信システムのさらに具体的な実施形態について、以下に説明する。図２は、対
話型通信システムの実施形態が前提とするネットワークシステムの構成図である。対話型
通信システム２００の実施形態は、相互に例えばピアツーピア接続による対話型通信を行
うことのできる複数の端末装置２２０（図１の端末装置１０１に対応する）が、インター
ネットやローカルエリアネットワークであるネットワーク２５０を形成するルータ装置や
サーバ装置などからなる複数の中継装置２１０を介して、通信可能なように接続されてい
る。また、ネットワーク２５０の中継装置２１０には、本実施形態において各端末装置２
２０に話題を提供するサーバ装置１００が接続される。さらに、ネットワーク２５０の中
継装置２１０には、例えばインターネットからアクセス可能な検索サイトのサーバ装置２
３０やニュースサイトのサーバ装置２４０が接続される。
【００２１】
　以上のような対話型通信システム２００の構成のもとで、例えばＡさんの端末装置２２
０Ａ、Ｂさんの端末装置２２０Ｂ、Ｃさんの端末装置２２０Ｃの３端末が、相互に対話型
通信を実行することができる。
【００２２】
　図３は、図２の端末装置２２０の実施形態のブロック図である。この端末装置２２０は
、例えばネットワーク２５０に接続可能な一般的なパーソナルコンピュータや、タブレッ
ト端末装置、あるいはスマートフォン端末装置である。
【００２３】
　対話型通信制御部３０１は、サーバ装置１００に対して認証要求を発行してサーバ装置
１００から対話型通信の許可を受信した後、他端末との間でピアツーピア接続による対話
型通信を確立し、テキストデータ、音声データ、画像データ、その他ファイルデータ等に
よる対話型通信の実行を制御する。
【００２４】
　音声入出力部３０２は、例えばマイクによりユーザが発声する音声を入力し、例えばス
ピーカやイヤホンによりユーザに他端末からの音声を発音するユニットである。
【００２５】
　撮像部３０３は、ユーザの姿を撮像する例えばデジタルカメラユニットである。
【００２６】
　表示部・操作入力部３０４は、ユーザに、対話型通信によるテキストや画像、あるいは
サーバ装置１００が提供する話題を表示する、タッチパネルディスプレイユニット、ある
いはディスプレイユニットとキーボードユニットである。
【００２７】
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：全地球測位網）受信
部３０５は、上空にある数個のＧＰＳ衛星からの信号を受信し、端末装置２２０自身が位
置する緯度・経度データを算出する。
【００２８】
　データ記憶部３０６は、対話型通信でやりとりされる画像データやその他ファイルデー
タを記憶する。
【００２９】
　音声分析部３０７は、音声入出力部３０２に対して入出力される対話型通信における会
話の音声データを対話型通信制御部３０１を介して入力し、その音声データを音響分析し
音声情報を出力する。音響分析は例えば、音声データに含まれる人間のフォルマント成分
を抽出する周波数分析処理と、音声データの平均パワーを算出する処理である。音声分析
部３０７は、周波数分析処理として、１０～数十ミリ秒ごとに音声を周波数分析して得ら
れる特徴ベクトルデータを音声情報として出力する。より具体的には、この特徴ベクトル
データは例えば、音声をケプストラム分析して得られるケプストラム係数、音声をＰＡＲ
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ＣＯＲ（Ｐａｒｔｉａｌ　ＡｕｔｏＣｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ
）分析して得られるＰＡＲＣＯＲ計数、あるいは音声をＬＳＰ（Ｌｉｎｅ　Ｓｐｅｃｔｒ
ａｌ　Ｐａｉｒｓ）分析して得られるＬＳＰ係数などからなる１０～１３個の実数係数組
である。また、音声分析部３０７は、一定時間ごとの音声データの平均パワーを算出し、
この値を音声情報として出力する。
【００３０】
　位置データ取得部３０８は、対話型通信の会話に出現し、例えばデータ記憶部３０６に
対して入出力される静止画像データや動画像データのメタデータ、例えばＥｘｉｆ（ＥＸ
ｃｈａｎｇｅａｂｌｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ　ｆｏｒｍａｔ）データに含まれる、その
画像が撮影された位置を示す緯度・経度データを、対話型通信制御部３０１を介して位置
データとして取得する。あるいは、位置データ取得部３０８は、ＧＰＳ受信機５１１が検
出する緯度・経度データを、対話型通信制御部３０１を介して位置データとして取得する
。
【００３１】
　通信インタフェース部３０９は、図２のネットワーク２５０と自端末装置２２０との接
続機能を提供する。通信インタフェース部３０９は、対話型通信制御部３０１が他端末に
対して入出力する対話型通信のためのテキストデータ、音声データ、画像データ、その他
ファイルデータを、図２のネットワーク２５０を介して相手の端末装置２２０に対して送
受信する。また、通信インタフェース部３０９は、音声分析部３０７が１０～数十ミリ秒
ごとに出力する特徴量ベクトルデータを、図２のネットワーク２５０を介してサーバ装置
１００に送信する。さらに、通信インタフェース部３０９は、位置データ取得部３０８が
随時出力する位置データを、図２のネットワーク２５０を介してサーバ装置１００に送信
する。
【００３２】
　図４は、図２のサーバ装置１００の実施形態のブロック図である。
【００３３】
　通信インタフェース部４０１は、図２のネットワーク２５０と自サーバ装置１００との
接続機能を提供する。通信インタフェース部４０１は、図２の端末装置２２０が送信した
認証要求、音声情報、位置データを受信し、それぞれ、認証部４０２、ワード抽出部４０
５、位置情報解析部４０７に引き渡す。
【００３４】
　認証部４０２は、図２の端末装置２２０からの認証要求を受信すると、その認証要求に
含まれるユーザ名とパスワードを、ユーザデータベース（ユーザＤＢ）４０３に記憶され
ているユーザ名およびパスワードと照合し、照合結果がＯＫならば、その端末装置２２０
に対話型通信を許可する。
【００３５】
　会話状態監視部４０４は、各端末装置２２０による対話型通信における会話状態を監視
する。より具体的には、会話状態監視部４０４は、通信インタフェース部４０１からワー
ド抽出部４０５に入力した音声情報のうちの音声平均パワー情報をワード抽出部４０５か
ら入力し、その音声平均パワー情報の値に基づいて、その値を送信した端末装置２２０に
おける対話型通信の会話が、活性状態にあるか、または停滞状態にあるかを監視する。
【００３６】
　ワード抽出部４０５は、例えば会話状態監視部４０４が活性状態を検出したときに、そ
の状態が検出された端末装置２２０から通信インタフェース部４０１を介して入力した音
声情報から、その端末装置２２０における対話型通信の会話に出現するワードを抽出する
。そして、ワード抽出部４０５は、ワードデータベース（ワードＤＢ）４０６に、その抽
出したワードと、ワードが抽出された対話型通信の識別情報と、そのワードが抽出された
日時情報を記録する。なお、ワード抽出部４０５は、ワードＤＢ４０６上に同じワードが
既に登録されている場合には、そのワードの対話型通信の識別情報、および日時情報を、
新たな情報で上書き記録する。
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【００３７】
　位置情報解析部４０７は、例えば会話状態監視部４０４が活性状態を検出したときに、
その状態が検出された端末装置２２０から通信インタフェース部４０１を介して入力した
位置データから、その位置データに対応する例えば地図上の位置名称等を位置情報として
解析する。そして、位置情報解析部４０７は、位置情報データベース（位置情報ＤＢ）４
０８に、その抽出した位置情報と、位置情報が抽出された対話型通信の識別情報と、その
位置情報が抽出された日時情報を記録する。なお、位置情報解析部４０７は、位置情報Ｄ
Ｂ４０８上に同じ位置情報が既に登録されている場合には、その位置情報の対話型通信の
識別情報、および日時情報を、新たな情報で上書き記録する。
【００３８】
　話題提供部４０９は、会話状態監視部４０４が停滞状態を検出したときに、ワードＤＢ
４０５から例えば最近数ヶ月以内に登録されたワード４１０を例えば無作為に抽出すると
ともに、位置情報ＤＢ４０８から同じく例えば最近数ヶ月以内に登録された位置情報４１
１を例えば無作為に抽出する。そして、話題提供部４０９は、抽出されたワード４１０お
よび位置情報４１１の両方（いずれかであってもよい）に合致する話題４１２を、通信イ
ンタフェース部４０１および図２のネットワーク２５０を介して、検索サイトのサーバ装
置２３０やニュースサイトのサーバ装置２４０にアクセスして検索する。話題提供部４０
９は、その検索された話題４１２を、会話状態監視部４０４が停滞状態を検出した対話型
通信を行っている端末装置１０１に送信する。
【００３９】
　図３において、該当する端末装置２２０内の対話型通信制御部３０１は、上述の話題４
１２を通信インタフェース部３０９を介して受信すると、その話題４１２に含まれるテキ
ストデータまたは画像データを、表示部・操作入力部３０４の対話型通信画面に表示する
。
【００４０】
　上述の構成において、図４の会話状態監視部４０４が図１の会話状態監視部１０２に対
応する。また、図３の音声分析部３０７および図４のワード抽出部４０５が、図１の語句
抽出・記録部１０３に対応する。また、図４のワードＤＢ４０６が図１の記録された語句
１０４に対応する。また、図３の位置データ取得部３０８および図４の位置情報解析部４
０７が、図１の位置情報解析・記録部１０７に対応する。また、図４の位置情報ＤＢ４０
８が、図１の記録された位置情報１０８に対応する。さらに、図４の話題提供部４０９が
、図１の話題提供部１０６に対応する。そして、図２の検索サイトのサーバ装置２３０ニ
ュースサイトのサーバ装置１００が、図１の検索サイトのサーバ装置１１１に対応する。
このように、図２、図３、および図４の構成では、音声分析部３０７および位置データ取
得部３０８が端末装置２２０に、また、会話状態監視部４０４、ワード抽出部４０５、ワ
ードＤＢ４０６、位置情報解析部４０７、位置情報ＤＢ４０８、および話題提供部１０６
がサーバ装置１００に、それぞれ分散配置される。この場合、端末装置２２０内の音声分
析部３０７および位置データ取得部３０８からサーバ装置１００に送信される音声情報お
よび位置データのデータ伝送量は、音声データや画像データそのものを送信するよりもは
るかに少ない伝送量で済む。
　これにより、例えば端末装置２２０間のピアツーピア接続の効率性を損なわずに、図１
の機能構成の場合と同様にして、端末装置２２０で対話型通信を行っているユーザは、表
示部・操作入力部３０４（図３）に表示される話題４１２の表示を見ることで、例えば最
近のぼった話題４１２または例えば半年以上前にのぼった話題４１２などを再び思い出し
て、対話型の通話をより円滑に進めることが可能となる。特にお年寄りの場合は直近の話
題よりも古い話題の方が記憶に残っている場合もある。
【００４１】
　図５は、図３の端末装置２２０または図４のサーバ装置１００を実現可能なコンピュー
タのハードウェア構成例を示す図である。
【００４２】
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　図５に示されるコンピュータは、それが図４のサーバ装置１００として実施される場合
には、ＣＰＵ（中央演算処理装置）５０１、メモリ５０２、入力装置５０３、出力装置５
０４、外部記憶装置５０５、可搬記録媒体５０９が挿入される可搬記録媒体駆動装置５０
６、及び通信インタフェース回路５０７を有し、これらがバス５０８によって相互に接続
された構成を有する。さらに、図５に示されるコンピュータは、それが図３の端末装置２
２０として実施される場合には、上述のサーバ装置１００の場合と同様の構成に加えて、
バス５０８にカメラ部５１０およびＧＰＳ受信機５１１がさらに接続された構成を有する
。図５に示される構成は、対話型通信システム２００の端末装置２２０またはサーバ装置
１００を実現できるコンピュータの一例であり、そのようなコンピュータはこの構成に限
定されるものではない。
【００４３】
　図３の通信インタフェース部３０９または図４の通信インタフェース部４０１は、図５
の通信インタフェース回路５０７に対応する。図３の表示部・操作入力部３０４、および
音声入出力部３０２は、図５の入力装置５０３および出力装置５０４に対応する。図３の
撮像部３０３およびＧＰＳ受信部３０５は、図５のカメラ５１０およびＧＰＳ受信機５１
１に対応する。図３のデータ記憶部３０６、図４のワードＤＢ４０５、図４の位置情報Ｄ
Ｂ４０８、および図４のユーザＤＢ４０３の機能は、図５の外部記憶装置２０５が担う。
【００４４】
　可搬記録媒体駆動装置５０６は、ＳＤカード、コンパクトフラッシュや、光ディスク等
の可搬記録媒体５０９を収容するもので、外部記憶装置５０５の補助の役割を有する。
【００４５】
　ＣＰＵ５０１は、当該コンピュータ全体の制御を行う。メモリ５０２は、プログラムの
実行、データ更新等の際に、外部記憶装置５０５（或いは可搬記録媒体５０９）に記憶さ
れているプログラム又はデータを一時的に格納するＲＡＭ等のメモリである。ＣＵＰ５０
１は、後述する対話型通信処理のプログラムをメモリ５０２に読み出して実行することに
より、全体の制御を行う。これにより、端末装置２２０においては、図３の対話型通信制
御部３０１、音声分析部３０７、および位置データ取得部３０８の機能が実現される。ま
た、サーバ装置１００においては、図４の認証部４０２、会話状態監視部４０４、ワード
抽出部４０５、位置情報解析部４０７、および話題提供部１０６の機能が実現される。
【００４６】
　本実施形態によるシステムは、図６、図８、および図９のフローチャート等で実現され
る機能を搭載したプログラムをＣＰＵ５０１が実行することで実現される。そのプログラ
ムは、例えば外部記憶装置５０５や可搬記録媒体５０９に記録して配布してもよく、或い
は通信インタフェース５０７によりネットワークから取得できるようにしてもよい。
【００４７】
　図６は、サーバ装置１００におけるＣＰＵ５０１および端末装置２２０におけるＣＰＵ
５０１がそれぞれメモリ５０２に記憶された各対話型通信処理プログラムを実行する処理
として実現される対話型通信処理の例を示すフローチャートである。
【００４８】
　まず、ユーザＡが操作する図２の端末装置２２０Ａが、対話型通信サービスの利用を開
始する（ステップＳ２）。この結果、端末装置２２０ＡのＣＰＵ５０１が、通信インタフ
ェース回路５０７およびネットワーク２５０（図２）を介してサーバ装置１００に、認証
要求およびユーザＢが操作する図２の端末装置２２０Ｂへの接続要求を送信する（通信Ｌ
２）。
【００４９】
　この結果、サーバ装置１００では、ＣＰＵ５０１は、通信インタフェース回路５０７を
介して上記認証要求を受信すると、認証処理を開始する（ステップＳ４）。ＣＰＵ５０１
は、その認証要求に含まれるユーザ名とパスワードを、外部記憶装置２０５内のユーザＤ
Ｂ４０３(図４)に記憶されているユーザ名およびパスワードと照合する。ＣＰＵ５０１は
、照合結果がＯＫならば、通信インタフェース回路５０７およびネットワーク２５０（図
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２）を介して、接続先の端末装置２２０Ｂに、接続通知を送信する（通信Ｌ４）。
【００５０】
　以上のステップＳ４の処理は、図４の認証部４０２の機能を実現する。
【００５１】
　端末装置２２０Ｂでは、ＣＰＵ５０１は、通信インタフェース回路５０７を介して上記
接続通知を受信すると、端末装置２２０Ａとのピアツーピア接続による利用開始処理を実
行する（ステップＳ６）。その後、端末装置２２０Ｂでは、ＣＰＵ５０１は、通信インタ
フェース回路５０７およびネットワーク２５０（図２）を介してサーバ装置１００に、利
用開始を通知する（通信Ｌ６）。
【００５２】
　サーバ装置１００では、ＣＰＵ５０１は、通信インタフェース回路５０７を介して上記
利用開始を受信すると、話題提供のための処理を開始する（ステップＳ８）。
【００５３】
　端末装置２２０Ａおよび２２０ＢのＣＰＵ５０１は、対話型通信の開始後、図３を用い
て前述した音声分析部３０７および位置データ取得部３０８の各処理を定期的に実行し、
通信インタフェース回路５０７からネットワーク２５０を介してサーバ装置１００に、音
声情報および位置データを送信する。サーバ装置１００においては、ステップＳ１２から
ステップＳ３０までの繰返し処理の中で、端末装置２２０Ａおよび２２０Ｂから、定期的
に前述した音声情報および位置データを受信する（以上、通信Ｌ９）。
【００５４】
　以上の通信Ｌ９の処理は、図３の音声分析部３０７および位置データ取得部３０８の機
能を実現する。
【００５５】
　サーバ装置１００は、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ１２からステップＳ３０までの繰返
し処理の中で、会話状態監視処理を実行することにより（ステップＳ１２）、各端末装置
２２０Ａおよび２２０Ｂによる対話型通信の会話状態が、活性状態にあるか、または停滞
状態にあるかを監視する（ステップＳ１４）。図７は、ステップＳ１２およびＳ１４の会
話状態監視処理の動作説明図である。サーバ装置１００のＣＰＵ５０１は、端末装置２２
０Ａおよび２２０Ｂ（どちらか一方でもよい）が定期的に送信してくる音声情報に含まれ
る音声平均パワー情報を監視する。例えば、期間Ｔ１に示されるように、音声平均パワー
情報の値７０１が、閾値である上限値ＶＨと下限値ＶＬの間に入っていれば、ＣＰＵ５０
１は、期間Ｔ１における会話状態は平常状態であると判定する（この判定は行わなくても
よい）。また、期間Ｔ２に示されるように、音声平均パワー情報の値７０１が、下限値Ｖ
Ｌを下回っていれば、ＣＰＵ５０１は、期間Ｔ２における会話状態は停滞状態であると判
定する。さらに、期間Ｔ３に示されるように、音声平均パワー情報の値７０１が、上限値
ＶＨを上回っていれば、ＣＰＵ５０１は、期間Ｔ３における会話状態は活性状態であると
判定する。
【００５６】
　以上のステップＳ１２およびＳ１４の処理は、図４の会話状態監視部４０４の機能を実
現する。
【００５７】
　サーバ装置１００において、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ１４で端末装置２２０Ａと２
２０Ｂの会話状態が活性状態であると判定した場合には、活性状態処理を実行する（ステ
ップＳ１６）。
【００５８】
　図８は、サーバ装置１００のＣＰＵ５０１が実行する図６のステップＳ１６の活性状態
処理の詳細例を示すフローチャートである。
【００５９】
　図８においてまず、ＣＰＵ５０１は、通信インタフェース回路５０７を介して、前述し
た図６の通信Ｌ９によって各端末装置２２０Ａおよび２２０Ｂから送られてきた音声情報
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を受信する（ステップＳ８０１）。なお、端末装置２２０Ａおよび２２０Ｂは、互いに重
複する音声情報については、いずれか一方のみがサーバ装置１００に送信するように動作
してよい。
【００６０】
　次に、ＣＰＵ５０１は、受信した音声情報内の前述した特徴量ベクトルデータを用いて
、その音声情報が示す音声をテキストデータとして認識するための音声認識処理を実行す
る（ステップＳ８０２）。この処理では例えば、連続する複数期間の特徴量ベクトルデー
タの組を用いて、隠れマルコフモデルによる音声認識処理が実行される。
【００６１】
　次に、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ８０２で得られたテキストデータに対して、形態素
解析を実行することによりテキストデータを構成する複数の形態素を出力する（ステップ
Ｓ８０３）。
【００６２】
　次に、ＣＰＵ５０１は、ワード選定処理を実行する（ステップＳ８０４）。ここでは、
ＣＰＵ５０１は、ステップＳ８０３で得られた複数の形態素から所定の品詞に対応する形
態素をワードとして抽出する。
【００６３】
　次に、ＣＰＵ５０１は、ワード登録処理を実行する（ステップＳ８０５）。ここでは、
ＣＰＵ５０１は、ステップＳ８０４で選定されたワードと、そのワードが抽出された端末
装置２２０Ａと２２０Ｂの間の対話型通信の識別情報と（図６のステップＳ８で識別でき
ている）、そのワードが抽出された日時情報を、外部記憶装置５０５内のワードＤＢ４０
５（図４参照）に登録する。なお、ＣＰＵ５０１は、ワードＤＢ４０６上に同じワードが
既に登録されている場合には、そのワードの対話型通信の識別情報、および日時情報を、
新たな情報で上書き記録する。
【００６４】
　以上のステップＳ８０１からＳ８０５までの処理は、図４のワード抽出部４０５の機能
を実現する。
【００６５】
　続いて、ＣＰＵ５０１は、通信インタフェース回路５０７を介して、前述した図６の通
信Ｌ９によって各端末装置２２０Ａおよび２２０Ｂから送られてきた位置データを受信す
る（ステップＳ８０６）。なお、端末装置２２０Ａおよび２２０Ｂは、互いに重複する位
置データについては、いずれか一方のみがサーバ装置１００に送信するように動作してよ
い。
【００６６】
　次に、ＣＰＵ５０１は、住所情報問合せ処理を実行する（ステップＳ８０７）。ここで
は、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ８０６で受信した位置データである緯度・経度データを
キーとして、通信インタフェース回路５０７を介して、図２のネットワーク２５０に接続
されているまたは自身が内蔵する特には図示しない地図データベースに問い合わせること
により、位置データに対応する住所情報を取得する。
【００６７】
　次に、ＣＰＵ５０１は、代表地名選定処理を実行する（ステップＳ８０８）。ここでは
、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ８０７で取得した住所情報から代表地名を選定する。
【００６８】
　最後に、ＣＰＵ５０１は、位置情報登録処理を実行する（ステップＳ８０９）。ここで
は、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ８０８で選定した代表地名を位置情報として、その位置
情報と、その位置情報が抽出された端末装置２２０Ａと２２０Ｂの識別情報と、その位置
情報が抽出された日時情報を、外部記憶装置５０５内の位置情報ＤＢ４０８（図４参照）
に記録する。なお、ＣＰＵ５０１は、位置情報ＤＢ４０８上に同じ位置情報が既に登録さ
れている場合には、その位置情報の対話型通信の識別情報、および日時情報を、新たな情
報で上書き記録する。
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【００６９】
　以上のステップＳ８０６からＳ８０９までの処理は、図４の位置情報解析部４０７の機
能を実現する。
【００７０】
　ステップＳ８０９の処理の後、図８のフローチャートの処理を終了し、図６のステップ
Ｓ１６の活性状態処理を終了する。
【００７１】
　以上のようにして、本実施形態では、会話状態が活性状態にあるときは、そのときに会
話に登場したワードや位置情報が会話が盛り上がる要因となると判断されて、図４のワー
ドＤＢ４０６および位置情報ＤＢ４０８に蓄積される。
【００７２】
　一方、サーバ装置１００において、ＣＰＵ５０１は、図６のステップＳ１４で端末装置
２２０Ａと２２０Ｂの会話状態が停滞状態であると判定した場合には、停滞状態処理を実
行する（ステップＳ２０）。
【００７３】
　図９は、サーバ装置１００のＣＰＵ５０１が実行する図６のステップＳ２０の停滞状態
処理の詳細例を示すフローチャートである。
【００７４】
　図９においてまず、ＣＰＵ５０１は、外部記憶装置５０５内のワードＤＢ４０６から、
例えば最近数ヶ月以内に登録されたワード４１０（図４参照）を、例えば無作為に抽出す
る（ステップＳ９０１）。
【００７５】
　次に、ＣＰＵ５０１は、外部記憶装置５０５内の位置情報ＤＢ４０８から、ステップＳ
９０１と同様に例えば最近数ヶ月以内に登録された位置情報４１１（図４参照）を、例え
ば無作為に抽出する（ステップＳ９０２）。
【００７６】
　次に、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０１で抽出されたワード４１０およびステップＳ
９０２で抽出された位置情報４１１の両方に合致する話題４１２（図４参照）を、通信イ
ンタフェース回路５０７および図２のネットワーク２５０を介して、図２の検索サイトの
サーバ装置２３０にアクセスして検索する（ステップＳ９０３）。
【００７７】
　ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０３で、検索サイトのサーバ装置２３０から検索結果が
回答されたか否かを判定する（ステップＳ９０４）。
【００７８】
　ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０４の判定がＹＥＳならば、その検索結果を話題４１２
（図４参照）として出力する（ステップＳ９０９）。その後、図９のフローチャートの処
理を終了する。
【００７９】
　ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０４の判定がＮＯならば、外部記憶装置５０５内のワー
ドＤＢ４０６から、例えば登録日時が半年以前であるワード４１０（図４参照）を、例え
ば無作為に抽出する（ステップＳ９０５）。
 
【００８０】
　次に、ＣＰＵ５０１は、通信インタフェース回路５０７および図２のネットワーク２５
０を介して、図２のニュースサイトのサーバ装置２４０にアクセスし、ニュースサイトの
最近のキーワードを取得する（ステップＳ９０６）。
【００８１】
　次に、ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０５で抽出されたワード４１０とステップＳ９０
６で取得されたニュースサイトの最近のキーワードの両方に合致する話題４１２を、通信
インタフェース回路５０７および図２のネットワーク２５０を介して、図２の検索サイト
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のサーバ装置２３０にアクセスして検索する（ステップＳ９０７）。
【００８２】
　ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０７で、検索サイトのサーバ装置２３０から検索結果が
回答されたか否かを判定する（ステップＳ９０８）。
【００８３】
　ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０８の判定がＹＥＳならば、その検索結果を話題４１２
（図４参照）として出力する（ステップＳ９０９）。その後、図９のフローチャートの処
理を終了する。
【００８４】
　ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０８の判定がＮＯならば、ステップＳ９０１の処理に戻
って、ワードＤＢ４０６から新たなキーワードの無作為抽出を繰り返す。
【００８５】
　ＣＰＵ５０１は、ステップＳ９０９の話題４１２の出力処理の後、図９のフローチャー
トの処理を終了し、図６のステップＳ２０の停滞状態処理に戻る。ＣＰＵ５０１は、停滞
状態処理において、上述の処理により話題４１２が得られると、通信インタフェース回路
５０７およびネットワーク２５０を介して、端末装置２２０Ａおよび２２０Ｂに送信する
（図６の通信Ｌ１０）．
【００８６】
　図３において、端末装置２２０Ａおよび２２０Ｂ内の各ＣＰＵ５０１は、上述の話題４
１２を通信インタフェース回路５０７を介して受信すると、その話題４１２に含まれるテ
キストデータまたは画像データを、出力装置２０４のモニタの対話型通信画面に表示する
（図６のステップＳ２２およびＳ２４）。
【００８７】
　図１０（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、上述の対話型通信処理によって本実施の形態
の端末装置２２０Ａおよび端末装置２２０Ｂのモニタに表示される対話型通信の表示例を
示す図である。図１０において、２２０４は、図５のカメラ５１０に対応している。また
、２２０６はスピーカである。２２０２は、対話型通信の表示エリアである。この中で、
２２１０は、相手端末のユーザカメラ画像の表示エリアである。２２１２は、自分のカメ
ラ画像の表示エリアである。そして、２２１４は、話題表示エリアである。例えば、図９
のステップＳ９０１で無作為に抽出された最近話題となったワードが「桜」で、また、図
９のステップＳ９０２で無作為に抽出された最近対話型通信で共有された画像の位置情報
が「軽井沢」であった場合、キーワード「桜」と「軽井沢」をキーとして検索サイトで検
索がされた結果、例えば「軽井沢の桜が満開です！」という話題４１２が得られ、それが
端末装置２２０Ａと２２０Ｂの話題表示エリア２２１４に表示される。この結果、対話型
通信を行っているユーザＡとＢは、その話題表示を見ることで、軽井沢の桜を再び思い出
して話が盛り上がり、対話型の通話をより円滑に進めることが可能となる。例として短文
の検索結果を表示しているが、該当するホームページ全体を表示しても良い。また、ホー
ムページのリンクを表示しても良い。
【００８８】
　図１１（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、上述の対話型通信処理によって本実施の形態
の端末装置２２０Ａおよび端末装置２２０Ｂのモニタに表示される対話型通信におけるホ
ームページの表示例を示す図である。画面を構成する各部分は、図１０の場合と同様であ
る。図１０の場合と同様に、例えば、図９のステップＳ９０１で無作為に抽出された最近
話題となったワードが「桜」で、また、図９のステップＳ９０２で無作為に抽出された最
近対話型通信で共有された画像の位置情報が「軽井沢」であった場合、キーワード「桜」
と「軽井沢」をキーとして検索サイトで検索がされた結果、それらのキーワードを含むホ
ームページのコンテンツが話題４１２として得られ、それが図１１（ａ）および（ｂ）と
して示されるように、端末装置２２０Ａと２２０Ｂの話題表示エリア２２１４に表示され
る。この結果、対話型通信を行っているユーザＡとＢは、「桜」と「軽井沢」に関連する
さらに具体的なイメージを想到することが可能となる。
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【００８９】
　次に、図２の端末装置２２０およびサーバ装置１００の他の実施形態について説明する
。
【００９０】
　図１２は、図２の端末装置２２０の他の実施形態のブロック図である。図１２において
、図３の端末装置２２０の一実施形態の場合と同じ機能の部分には同じ番号を付してある
。図１２の構成が図３の構成と異なる部分は、端末装置２２０が、ＧＰＳ受信部３０５に
加えてあるいはその代わりにセンサ群１２０１を備え、さらに、位置データ取得部３０８
に加えてあるいはその代わりにセンサデータ群取得部１２０２を備える点である。
【００９１】
　センサ群１２０１は、例えば１つ以上の環境センサの集合であり、気温センサ、気圧セ
ンサ、湿度センサ、照度センサ等であって、それぞれ、気温、気圧、湿度、照度等の端末
装置２２０が存在する環境に関するデータを検出する。
【００９２】
　あるいは、センサ群１２０１は、例えば１つ以上の環境センサの集合であり、体温セン
サ、脈拍センサ、血圧センサ等であって、利用者の体温、脈拍、血圧等の端末装置２２０
を操作する例えばお年寄りの利用者の体調に関するデータを検出する。
【００９３】
　センサデータ群取得部１２０２は、対話型通信が行われている時点においてセンサ群１
２０１が検出する気温、気圧、湿度、照度等、あるいは体温、脈拍、血圧等の検出値を、
対話型通信制御部３０１を介してセンサデータ群として取得し、通信インタフェース部４
０１に出力する。
【００９４】
　この場合、通信インタフェース部３０９は、センサデータ群取得部１２０２が随時出力
するセンサデータ群を、図２のネットワーク２５０を介してサーバ装置１００に送信する
。
【００９５】
　図１３は、図２のサーバ装置１００の他の実施形態のブロック図である。図１３におい
て、図４のサーバ装置１００の一実施形態の場合と同じ機能の部分には同じ番号を付して
ある。図１３の構成が図４の構成と異なる部分は、サーバ装置１００が、位置情報解析部
４０７および位置情報ＤＢ４０８に加えてあるいはそれらの代わりに、センサ情報解析部
１３０１およびセンサ情報データベース（センサ情報ＤＢ）１３０２を備える点である。
【００９６】
　センサ情報解析部１３０１は、例えば会話状態監視部４０４が活性状態を検出したとき
に、その状態が検出された端末装置２２０から通信インタフェース部４０１を介して入力
したセンサデータ群から、そのセンサデータ群に対応する環境または体調の状態をセンサ
情報として解析する。環境の状態とは例えば、「気温が暑い」「低気圧が近づいている」
「じめじめしている」「昼間または夜」等である。体調の状態とは例えば、「熱がある」
「脈が速い」「血圧が高いまたは低い」等の体調に関する情報である。そして、センサ情
報解析部１３０１は、センサ情報ＤＢ１３０２に、その抽出したセンサ情報と、センサ情
報が抽出された対話型通信の識別情報と、そのセンサ情報が抽出された日時情報を記録す
る。
【００９７】
　話題提供部４０９は、会話状態監視部４０４が停滞状態を検出したときに、図４に関し
て説明したように、ワードＤＢ４０６から抽出したワード４１０および位置情報ＤＢ４０
８から抽出した位置情報４１１に加えて、例えば直近の端末装置２２０の環境に関するセ
ンサ情報、例えば「気温が暑い」「低気圧が近づいている」「じめじめしている」「昼間
または夜」等や、直近の端末装置２２０の利用者の体調に関するセンサ情報、例えば「熱
がある」「脈が速い」「血圧が高いまたは低い」等のセンサ情報１３０３を例えば無作為
に抽出する。そして、話題提供部４０９は、抽出されたワード４１０と、位置情報４１１
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および／またはセンサ情報１３０３の全て（いずれかであってもよい）に合致または関連
する話題４１２を、通信インタフェース部４０１および図２のネットワーク２５０を介し
て、検索サイトのサーバ装置２３０やニュースサイトのサーバ装置２４０にアクセスして
検索する。話題提供部４０９は、その検索された話題４１２を、会話状態監視部４０４が
停滞状態を検出した対話型通信を行っている端末装置１０１に送信する。
【００９８】
　このようにして、図１２の端末装置２２０および図１３のサーバ装置１００の他の実施
形態によれば、対話型通信を行っているときまたは直近の環境の状態やお年寄りの利用者
の体調の状態に応じた話題を提供することが可能となる。
【００９９】
　本形態は、例えば認知症防止を目的とした、お年寄りを対象としたビデオチャットシス
テムに好適であるが、これに限るものではない。例えば、ビデオチャットを用いた英会話
教室で、初心者はなかなか英単語が口から出て来ないために英会話が停滞してしまうこと
がよくある。そういうときに、本実施形態を適用し、話題のヒントとなる英単語（日本語
でも良い）を表示すると、会話がスムーズに運び、規定時間内でより多くの会話量をこな
すことができる。
【０１００】
　端末装置２２０とサーバ装置１００の図３および図４に示される機能分担は、例えばピ
アツーピア接続の効率性や、サーバ装置を複数に分散させることによる効率性などを考慮
して、様々な機能分担の構成を採用することが可能である。
【０１０１】
　以上の実施形態に関して、更に以下の付記を開示する。
（付記）
（付記１）
　ネットワークを介して接続される複数の端末装置による対話型通信における会話の活性
・停滞状態を監視する会話状態監視部と、
　前記対話型通信における所定の情報を抽出・記録する抽出・記録部と、
　前記会話状態が停滞状態であるときに、前記記録した所定の情報に関連する話題を前記
端末装置に供給する話題提供部と、
　を備えることを特徴とする対話型通信システム。
（付記２）
　前記話題提供部は、前記抽出された所定の情報に関連する話題を検索サイトのサーバ装
置にアクセスして検索し、当該検索された話題を前記端末装置に供給する、
　ことを特徴とする付記１に記載の対話型通信システム。
（付記３）
　前記抽出・記録部は、前記所定の情報として対話型通信における会話に出現する語句を
抽出・記録し、
　前記話題提供部は、前記記録した語句から所定の条件に合致する語句を抽出し、当該抽
出された語句に関連する話題を前記端末装置に供給する
　ことを特徴とする付記１または２に記載の対話型通信システム。
（付記４）
　前記抽出・記録部は、前記所定の情報として対話型通信における前記会話に出現する語
句、画像または前記端末装置の位置データを取得し解析して位置情報として記録する位置
情報解析・記録部をさらに備え、
　前記話題提供部は、前記抽出された位置情報に関連する話題を前記端末装置に供給する
　ことを特徴とする付記１または２に記載の対話型通信システム。
（付記５）
　前記位置情報解析・記録部は、
　前記会話に出現する画像のメタデータに含まれる緯度・経度データを前記位置データと
して取得する位置データ取得部を含む、
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　ことを特徴とする付記４に記載の対話型通信システム。
（付記６）
　前記位置情報解析・記録部は、
　前記位置データ取得部が取得した位置データをキーとして地図データベースに問い合わ
せることにより、前記位置データに対応する住所情報を取得する住所情報問合せ部と、
　当該取得した住所情報から代表地名を選定する代表地名選定部と、
　前記代表地名は前記位置情報として位置情報データベースに登録する位置情報登録部と
、
　を含むことを特徴とする付記５に記載の対話型通信システム。
（付記７）
　前記抽出・記録部は、前記所定の情報として対話型通信における環境情報を抽出・記録
し、
　前記話題提供部は、前記抽出・記録された環境情報に関連する話題を前記端末装置に供
給する
　ことを特徴とする付記１または２に記載の対話型通信システム。
（付記８）
　前記抽出・記録部は、前記会話の時点における前記端末装置の周囲の環境データまたは
前記端末装置の利用者の体調データを取得し解析してセンサ情報として記録するセンサ情
報解析・記録部を備え、
　前記話題提供部は、前記会話状態が停滞状態であるときに、さらに前記記録したセンサ
情報から所定の条件に合致するセンサ情報を抽出し、前記抽出されたセンサ情報に関連す
る話題を前記端末装置に供給する、
　ことを特徴とする付記７に記載の対話型通信システム。
（付記９）
　前記環境データは気温、気圧、湿度、照度の少なくともいずれか１つ以上であり、
　前記体調データは体温、脈拍、血圧の少なくともいずれか１つ以上である、
　ことを特徴とする付記８に記載の対話型通信システム。
（付記１０）
　前記会話の活性・停滞状態監視部と、前記抽出・記録部と、前記話題提供部と、を前記
端末装置内に一体的に設けたことを特徴とする付記１ないし９のいずれかに記載の対話型
通信システム。
（付記１１）
　付記１ないし９のいずれかに記載の対話型通信システムに用いられる端末装置。
（付記１２）
　ネットワークを介して他の端末装置と接続される端末装置のコンピュータに、
　対話型通信における会話の活性・停滞状態を監視する会話の活性・停滞状態監視処理と
、
　前記対話型通信における所定の情報を抽出・記録する抽出・記録処理と、
　前記会話状態が停滞状態であるときに、前記抽出された所定の情報に関連する話題を検
索サイトのサーバ装置にアクセスして検索し、当該検索された話題を前記端末装置に供給
する話題提供処理と、
を実行させるプログラム。
【符号の説明】
【０１０２】
　１００　サーバ装置
　１０１、２２０、２２０Ａ、２２０Ｂ、２２０Ｃ　端末装置
　１０２、４０４　会話状態監視部
　１０３　語句抽出・記録部
　１０４　記録された語句
　１０５　抽出された語句
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　１０６、４０９　話題提供部
　１０７　位置情報解析・記録部
　１０８　記録された位置情報
　１０９　抽出された位置情報
　１１０、４１２　話題
　１１１、２３０　検索サイトのサーバ装置
　２４０　ニュースサイトのサーバ装置
　２５０　ネットワーク
　３０１　対話型通信制御部
　３０２　音声入出力部
　３０３　撮像部
　３０４　表示部・操作入力部
　３０５　ＧＰＳ受信部
　３０６　データ記憶部
　３０７　音声分析部
　３０８　位置データ取得部
　３０９、４０１　通信インタフェース部
　４０２　認証部
　４０３　ユーザＤＢ（データベース）
　４０５　ワード抽出部
　４０６　ワードＤＢ（データベース）
　４０７　位置情報解析部
　４０８　位置情報ＤＢ（データベース）
　４１０　抽出されたワード
　４１１　抽出された位置情報
　５０１　ＣＰＵ（中央演算処理装置）
　５０２　メモリ
　５０３　入力装置
　５０４　出力装置
　５０５　外部記憶装置
　５０６　可搬記録媒体駆動装置
　５０７　通信インタフェース回路
　５０８　バス
　５０９　可搬記録媒体
　５１０　カメラ
　５１１　ＧＰＳ受信機
　１２０１　センサ群
　１２０２　センサデータ群取得部
　１３０１　センサ情報解析部
　１３０２　センサ情報ＤＢ（データベース）
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